
⑴補助対象者
・補助金申請時点で札幌市内で旅館業の許可を受け「旅館・ホテル」又は
「簡易宿所」を営む者

⑵補助対象施設
・上記⑴の対象者が運営する、「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」
※民泊対象外
※令和3年3月から実施した「札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金」の設備整備・
改修にかかる経費に対する補助金の交付決定を既に受けている施設は対象外
※施設ごとに申請可

⑶補助対象事業・補助率、限度額

⑷申請期間
令和３年６月1日～令和３年８月31日

⑸申請フロー
別図のとおり

⑹交付条件
令和４年１月31日までに事業完了すること

第二次札幌市宿泊施設感染症対策等支援補助金 概要資料

●新型コロナウイルス感染症によって特に大きな影響を受けている宿泊事業者に対し、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動を両立
するために必要な設備の整備・改修費用を支援することで、誰もが安心して札幌を観光できる環境を整備する。

１. 事業目的 観光・MICE推進課 受入担当

2.補助概要

補助事業 事業細目 補助率 補助上限

設備整備・改修
感染拡大防止のもの 補助対象経費(税別)の

1/2 5,000千円
ワーケーション推進のもの

補助対象例

●感染拡大防止のもの
非接触チェックイン機、キーレスシステム・

モバイルプリチェックインシステム整備、非接触
トイレ等

●ワーケーション推進のもの
無料Wi-Fi整備・拡充、スピーカー等の音響
設備整備等

(非接触チェックイン機)(キーレスシステム)



補助交付申請書の提出
【様式１】
【様式２】

補助交付決定通知書の提
出【様式３】

申請者⇒札幌市 札幌市⇒申請者

設備整備・改修
実績報告書の提出

【様式７】

補助交付確定通知書の提
出

【様式８】

銀行口座振込同意書提出
【様式９】

補助金交付

補助金交付フロー

交付
の場合

不交付
の場合

補助不交付決定通知書の
提出【様式４】

計画変更が
ない場合

計画変更が
ある場合

計画変更等承認申請書の提出
【様式５】

計画変更等承認通知書の提出
【様式６】


